
１あ 当施設が提供するサービスについての相談・苦情窓口

担当者名：野口　和美

ＴＥＬ ：０４９－２８７－１１５５

ＦＡＸ ：０４９－２８７－９５１１

２あ 介護老人保健施設　やまぶきの郷の概要

　（１）　名称及び事業所番号

医療法人　靖和会

介護老人保健施設　やまぶきの郷

〒３５０-０２４６

埼玉県坂戸市多和目３３０番地

　（２）　職員体制

職員数

管理者（医師兼任） １名

医師 １名以上

薬剤師 １名

理学療法士 ２名以上

作業療法士 ２名以上

管理栄養士 ２名以上

看護職員 １０名以上

介護職員 ３３名以上

介護支援専門員 ２名以上

支援相談員 ２名以上

事務職員 ６名以上

施設課 ９名以上

―介護予防短期入所療養介護　重要事項説明書―

事　業　所　名

所　在　地

事業所番号 １１５６０８００２２あ

職　種
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　（３）　主な職種の勤務時間

医師 週４日 　８：３０～１７：３０

薬剤師 日勤 １０：００～１６：００

早番 　７：００～１５：１５

日勤 　８：４５～１７：００

遅番 １１：００～１９：１５

夜勤 １６：４５～　９：１５

支援相談員

介護支援専門員 日勤 　８：４５～１７：００

管理栄養士

日勤 　８：４５～１７：００

当直 １６：４５～　９：００

　（４）　主な設備

定員 １００名

居 個室 ４０室（１３．６４㎡）

２人室 ４６室（１９．３３㎡）

室 ４人室 １２室（３６．４９㎡）

浴室 一般浴室と特殊浴室があります。

診察室 理容・美容室

機能訓練室 静養室

談話室 家族相談室

食堂 ボランティア室

レクリエーションルーム 洗濯室

職　種 勤　務　時　間

介護職員
看護職員

事務職員
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３あ サービスの内容

個室・２人室・４人室の居室があります。利用者の状況等により、別途ご相談

して決めさせて頂きます。

当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の

状況および嗜好を考慮した食事、おやつを提供します。

朝　食 　７：３０　～　　８：３０

昼　食 １２：００　～　１３：００

夕　食 １８：００　～　１９：００

週に２回入浴して頂けます。ただし、利用者の状態に応じて清拭となる場合

があります。

ケアプランに沿って介護を行います。

（着替え・排泄・食事等の介助・おむつ交換・体位交換・シーツ交換・施設

内の移動の付き添い　等）

医師により定期診断を行います。

ただし、当施設では行えない処置や手術、その他症状が著しく変化した場合

の医療については他の医療機関での治療となります。他の医療機関の受診又

は往診については、当施設の医師が必要と判断した場合であり、診療にあた

っては、原則として当施設の紹介状が必要となります。

医師の指示による適切な管理提供

利用者の状況に応じて、理学療法士等の専門職員によるリハビリテーション

の提供。

利用者とその家族からのご相談に応じます。

当施設では、レクリエーションとして、季節の行事や日々のレクリエーション

を用意しています。

認知症の利用者に個別的にケアを提供し、生活状態の回復を目的とします。

薬剤

リハビリテーション

生活相談

レクリエーション

認知症ケア

居室

食事

入浴

介護

医療・看護
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4 利用料金
 

（１）介護予防短期入所療養介護サービス利用料・基本サービス	

　（個室）　　　　　　　　　

1割負担 2割負担 3割負担

（円） （円） （円）

595円 1,190円 1,784円

746円 1,492円 2,237円

　（2床室・4床室）　　　　　　　　　

1割負担 2割負担 3割負担

（円） （円） （円）

630円 1,259円 1,889円

795円 1,590円 2,385円

※今後、介護保険法が改定された場合は変更となります。

※上記表中の円換算した数値は、地域区分（10.27円）を含んだ金額です。

（２）介護予防短期入所療養介護サービス利用料・加算

項 算定 1割負担 2割負担 3割負担
番 単位 （円） （円） （円）
1 夜勤配置加算 1日 24単位 25円 50円 74円

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
実施加算　
認知症行動・心理症状 7日を上限

緊急対応加算
若年性認知症利用者
受入加算

1日 51単位 53円 105円 157円
1日 51単位 53円 105円 157円

6 送迎加算 (片道あたり) 1回 184単位 189円 378円 567円
1日 27単位 28円 56円 84円
1日 57単位 59円 117円 176円

8 総合医学管理加算 10日を上限 1日 275単位 283円 565円 848円
9 口腔連携強化加算 1月につき1回限度 1回 50単位 52円 103円 154円
10 療養食加算 1食 8単位 9円 17円 25円

1日 3単位 3円 6円 9円
1日 4単位 5円 9円 13円

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）
5

370円

740円

項目 補足説明 料金（単位）

1日 240単位 247円 493円

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）

617円

7
療養体制維持特別加算（Ⅰ）
療養体制維持特別加算（Ⅱ）

(1)認知症専門ｹｱ加算(Ⅰ)
(2)認知症専門ｹｱ加算(Ⅱ)

11
認知症専門
ケア加算

基本サービス費

（1日あたり）

基本サービス費

（1日あたり）

3

4 1日 120単位 124円 247円

介護度

要支援１ 579単位

726単位要支援２

要支援１ 613単位

要支援２ 774単位

2

1日 200単位 206円 411円

介護度

4



項 算定 1割負担 2割負担 3割負担
番 単位 （円） （円） （円）

(1)緊急時
治療管理

診察代
(1)生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 1月 100単位 103円 206円 309円
(2)生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 1月 10単位 11円 21円 31円

※今後、介護保険法が改定された場合は変更となります。

※上記表中の円換算した数値は、地域区分（10.27円）を含んだ金額です。

※上記表は該当する項目のみ算定致します。

左記
相当額

左記
相当額

介護職員等処遇改善加算
(Ⅱ)ロ

1月
所定単位数
×加算率
[9.3%]

左記
相当額

左記
相当額

左記
相当額

介護職員等処遇改善加算
(Ⅲ)

1月
所定単位数
×加算率
[6.9%]

左記
相当額

左記
相当額

左記
相当額

介護職員等処遇改善加算
(Ⅳ)

1月
所定単位数
×加算率
[5.9%]

左記
相当額

左記
相当額

左記
相当額

介護職員等処遇改善加算
(Ⅱ)イ

1月
所定単位数
×加算率
[8.6%]

左記
相当額

左記
相当額

左記
相当額

介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)ロ

1月
所定単位数
×加算率
[9.7%]

左記
相当額

左記
相当額

左記
相当額

1日 22単位 23円 45円

1月1回3日
限度

1日 518単位
12

532円

(2）特定治療

緊急時施設療
養費

1日 6単位 7円 13円 19円

13

項目 補足説明 料金（単位）

68円

1日 18単位 19円 37円 56円
サービス提供
体制強化加算

14

(1)介護福祉士80%以上 又は
勤続10年以上介護福祉士
35％以上

(2)介護福祉士60%以上

(3)介護福祉士50%以上 又は
常勤職員75%以上 又は 勤続
7年以上30%

1,064円 1,596円

15
介護職員等
処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)イ

1月
所定単位数
×加算率
[9.0%]

左記
相当額
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（３）保険外負担のサービス
（ア）室料・居住費（1日あたり）

（但し、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住費額）

（イ）食事自己負担金（1日あたり） ※非課税

（但し、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住費額）

（ウ）その他
教養娯楽費
日用品費

※1：①教養娯楽費…誕生会、春まつり、クリスマス会、レク等に関わる費用。
　　 ②日用品費…入浴利用品、日用生活に必要な物等。

種類

個室

4床室

階
室料 居住費

（消費税込） （非課税）

1,500円 1,750円

３F

理美容代（1回　基本料金） 2,200円

特別希望選択食 実費

※1

個室（認知症棟）

２F

1,750円

朝食
昼食（おやつ含）
夕食
合計

420円
800円
700円

1,920円

750円

170円/日
220円/日

電気代（1品）
※2F個室の場合は無料

20円/日 ※消費税込

多床室（認知症棟） 750円
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（４）お支払い額計算方法について
支払合計額＝[（所定単位数+介護職員等処遇改善加算）×地域区分]
　　　　　
　－[（所定単位数+介護職員等処遇改善加算）×地域区分]×負担割合]

　＋その他費用等

　※小数点以下は切り捨てする。

・所定単位数　＝　基本サービス費　＋　その他加算

・介護職員等処遇改善加算　＝　所定単位数　×　加算率
　※小数点以下は四捨五入する
　※介護職員等処遇改善加算は介護職員等処遇改善加算Ⅰ

・地域区分　＝　10.27

・負担割合　＝　0.9（1割負担）、0.8（2割負担）、0.7（3割負担）
※「介護保険負担割合証」に記載されている割合

・その他費用　＝　保険外負担サービスは、教養娯楽費・日用品費・その他

7



５　お支払い方法

　利用料は月末締めで計算の上、翌月10日頃にご連絡申し上げます。原則、口座引落し（ 利用月の翌月

23日・・・銀行休日の場合は翌営業日 ）にてお支払いいただきます。口座引落しで決済出来ない場合は、

その月の末までに窓口もしくは銀行振込み（武蔵野銀行日高支店　普通預金１２８６７６　名義

医療法人靖和会）でお支払い下さい。口座引落手数料、銀行振込み手数料はご負担をお願い致します。

６　非常災害時の対策

・当施設が定める消防計画にのっとり対応しています。

・防災設備 ：スプリンクラー、避難階段、自動火災報知器、誘導灯、防火扉、屋内消火栓、非常通報

　装置、非常用電源、防炎性能のあるカーテンや布団、非常食（３日分）等を使用。

・防火管理者 ：角舘　嘉明

７　協力医療機関

病状急変時及び受診が必要な場合には下記の医療機関に御協力していただいています。

＊飯能靖和病院　　　飯能市下加治１３７－２　　　　　０４２－９７４－２３１１

＊飯能整形外科病院　飯能市東町１２－２　　　　　　　０４２－９７５－７５７５

＊西坂戸歯科医院　　埼玉県坂戸市西坂戸２－５－７　　０４９－２８６－９００６

８　ご利用の際にご留意いただく事項

・面会時間は、原則として午前１０時から午後７時までとなっております。

・面会の方は、一階事務室受付の面会簿に記入して下さい。

・お見舞い品（特に食べ物や金銭）は職員とご相談の上でお願いします。

・医師とお会いになりたい方は、あらかじめ日時を職員とご相談下さい。

・外出・外泊される際には、必ず行き先と帰宅日時を職員に申し出て下さい。その際、届出書にご記入を

　お願いします。

・貴重品（現金、貴金属等）、危険物（たばこ、マッチ、ナイフ、缶切り、はさみ等）の持ち込みは

　お断りします。

・利用者様の喫煙・飲酒は固くお断りします。

・他の利用者様に悪影響を及ぼすような行為や暴力行為、示威行動はお断り致します。

・施設内の宗教活動、政治活動はご遠慮下さい。

・施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等

　が生じた場合、弁償していただくことがあります。

・施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りいたします。

９　送迎の実施地域

通常の事業の実施地域は以下の通り

・坂戸市、日高市、鶴ヶ島市、越生町、毛呂山町、鳩山町

１０　その他

（１）職員体制・・・職員人数に関しては若干の変動があります。

（２）当施設以外では、市町村の相談・苦情窓口、埼玉県国民健康保険団体連合会等でも相談することが

　　　できます。

〇坂戸市役所　高齢者福祉課　介護保険担当 〇日高市役所　介護保険担当

ＴＥＬ：０４９‐２８３‐１４２９（直通） ＴＥＬ：０４２‐９８９‐２１１１

ＦＡＸ：０４９‐２８３‐１８３０ ＦＡＸ：０４２‐９８９‐２３１６

〇鶴ヶ島市役所　介護保険担当 〇越生町役場　介護保険担当

ＴＥＬ：０４９‐２７１－１１１１ ＴＥＬ：０４９‐２９２‐３１２１

ＦＡＸ：０４９‐２７１－１１９０ ＦＡＸ：０４９‐２９２‐５４００

〇毛呂山町役場　介護保険担当 〇鳩山町役場　介護保険担当

ＴＥＬ：０４９‐２９５－２１１２ ＴＥＬ：０４９‐２９６‐１２１１

ＦＡＸ：０４９‐２９５－０７７１ ＦＡＸ：０４９‐２９６‐２５９４

〇埼玉県国民健康保険団体連合会

　介護福祉課　苦情対応係　相談窓口

ＴＥＬ：０４８‐８２４－２５３６

ＦＡＸ：０４８‐８２４－２５６１
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